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1. 概要 

本資料は，Ⅵ-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」に示すとおり，波及

的影響を及ぼす可能性がある施設である 5号機タービン建屋が，設計竜巻による風圧力による荷

重，気圧差による荷重及び設計飛来物による衝撃荷重に対し，竜巻時及び竜巻通過後においても，

竜巻より防護すべき施設の安全機能を損なわないよう，隣接する竜巻より防護すべき施設を内包

する 6号機タービン建屋に対して，機械的な波及的影響を及ぼさないことを確認するものである。 

サービス建屋の強度に関する評価は，令和 2年 10月 14日付け原規規発第 2010147 号にて認可

された柏崎刈羽原子力発電所第７号機の設計及び工事の計画のⅤ-3-別添 1-9-1「建屋の強度計算

書」によるものとし，サービス建屋がコントロール建屋に対して，機械的な波及的影響を及ぼさ

ないことを確認している。 

 

2. 基本方針 

Ⅵ-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」を踏まえ，「2.1 位置」，「2.2 

構造概要」，「2.3 評価方針」及び「2.4 適用規格」を示す。 

 

2.1 位置 

5号機タービン建屋は，Ⅵ-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「3.2 

機能維持の方針」に示すとおり，6 号機タービン建屋に隣接する建屋である。5号機タービン建

屋の設置位置を図 2－1に示す。 
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図 2－1 5号機タービン建屋の設置位置 

 

2.2 構造概要 

5号機タービン建屋は，Ⅵ-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「3.2 

機能維持の方針」に示す構造計画とする。 

5号機タービン建屋は，地上 2階（一部 3階），地下 2 階の鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄

筋コンクリート造及び鉄骨造）の建物であり，隣接する 6号機タービン建屋と構造的に分離し

ている。5号機タービン建屋の概略断面図を図 2－2に，建屋配置図を図 2－3に示す。 

  

5号機タービン建屋

6号機タービン建屋
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図 2－3 建屋配置図 
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2.3 評価方針 

5号機タービン建屋の強度評価は，Ⅵ-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の

方針」の「4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界」にて設定している，荷重及び荷重の組

合せ並びに許容限界を踏まえ，竜巻より防護すべき施設に波及的影響を及ぼさないことを「3. 

強度評価方法」に示す方法により，「4. 評価条件」に示す評価条件を用いて計算し，「5. 強

度評価結果」にて確認する。 

5 号機タービン建屋の強度評価においては，その構造を踏まえ，設計竜巻による荷重とこれ

に組み合わせる荷重（以下「設計荷重」という。）の作用方向及び伝達過程を考慮し，評価対象

を設定する。 

具体的には，5 号機タービン建屋が，隣接する竜巻より防護すべき施設を内包する 6 号機タ

ービン建屋に接触し影響を及ぼさないことを確認する「構造強度評価」を行う。 

5 号機タービン建屋の構造強度評価については，設計荷重に対する 5 号機タービン建屋の変

形量を算定し，その変形量が 6号機タービン建屋と 5号機タービン建屋のクリアランスを超え

ないことを確認する。なお，5 号機タービン建屋は 6 号機タービン建屋の北側に位置すること

から，NS方向を検討対象とする。 

5号機タービン建屋の波及的影響評価フローを図 2－4に示す。 
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図 2－4 5号機タービン建屋の波及的影響評価フロー 

  

評価対象の選定

設計荷重の設定

許容限界の設定

解析モデルの設定

躯体の変形量の算定

躯体の変形量が

許容限界を超えないことを確認

評価終了

6号機タービン建屋と5号機タービン建屋の

クリアランスと，5号機タービン建屋に

生じる変形量との比較
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2.4 適用規格 

適用する規格，基準等を以下に示す。 

・建築基準法及び同施行令 

・「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 ＪＥＡＧ４６０１・補-1984」

日本電気協会 

・「原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１-1987」日本電気協会 

・「原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１-1991 追補版」日本電気協会 

・U.S. NUCLEAR REGULATORY COMMISSION: REGULATORY GUIDE 1.76, DESIGN-BASIS TORNADO 

AND TORNADO MISSILES FOR NUCLEAR POWER PLANTS, Revision1, March 2007 

・「建築物荷重指針・同解説」（日本建築学会，2004改定） 

・「鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説」（日本建築学会，2010改定） 

・「鋼構造設計規準－許容応力度設計法－」（日本建築学会，2005 改定） 
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3. 強度評価方法 

3.1 記号の定義 

波及的影響に関する強度評価に用いる記号を表 3－1に示す。 

 

表 3－1 強度評価に用いる記号 

記号 単位 定義 

Ａ m2 施設の受圧面積 

Ｃ － 風力係数 

Ｇ － ガスト影響係数 

ｑ N/m2 設計用速度圧 

ＶＤ m/s 設計竜巻の風速 

ＷＭ，Ｆｍ N 設計飛来物による衝撃荷重 

ＷＰ N 気圧差による荷重 

ＷＷ N 風圧力による荷重 

ρ kg/m3 空気密度 

ΔＰｍａｘ N/m2 最大気圧低下量 

ｍ kg 設計飛来物質量 

Ｖ m/s 設計飛来物の衝突速度（水平） 

τ s 設計飛来物の被衝突体の接触時間（＝Ｌ1／Ｖ） 

Ｌ1 m 設計飛来物の最も短い辺の全長 

 

 

3.2 評価対象 

5号機タービン建屋の評価対象は，Ⅵ-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の

方針」の「4.2 許容限界」に示す評価基準を踏まえ，5号機タービン建屋構造躯体とする。 
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3.3 荷重及び荷重の組合せ 

強度評価に用いる荷重及び荷重の組合せは，Ⅵ-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強

度計算の方針」の「4.1 荷重及び荷重の組合せ」に示す荷重及び荷重の組合せを用いる。 

(1) 荷重の設定 

構造強度評価に用いる荷重を以下に示す。 

a. 風圧力による荷重（ＷＷ） 

風圧力による荷重ＷＷは，Ⅵ-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方

針」の「4.1(3)c.(a) 風圧力による荷重」に示す式に従い算出する。 

ＷＷ＝ｑ・Ｇ・Ｃ・Ａ 

ここで，ｑ＝
1

2
・ρ・ＶＤ

2 

 

b. 気圧差による荷重（ＷＰ） 

気圧差による荷重ＷＰについては，気圧差による荷重が最大となる「閉じた施設」を

想定し，下式により算定する。 

ＷＰ＝ΔＰＭＡＸ・Ａ 

 

c. 設計飛来物による衝撃荷重（ＷＭ） 

設計飛来物による衝撃荷重（ＷＭ）については，次式の設計飛来物による衝撃荷重の

算定式によって算出した運動エネルギーが最大となる鋼製足場板の衝撃荷重ＷＭ＝Ｆｍ

＝1100kNを用いて評価を行う。 

Ｆｍ＝ｍ・Ｖ／τ＝ｍ・Ｖ2／Ｌ1 

 

設計飛来物の諸元を表 3－2に示す。 

 

表 3－2 設計飛来物の諸元 

設計飛来物 
寸法 

(m) 

質量 

(kg) 

水平方向の 

飛来速度 

(m/s) 

鉛直方向の 

飛来速度 

(m/s) 

鋼製足場板 4×0.25×0.04 14 55 18 
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(2) 荷重の組合せ 

強度評価に用いる荷重の組合せは，Ⅵ-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度

計算の方針」の「4.1 荷重及び荷重の組合せ」に示す荷重の組合せを踏まえ，風圧力に

よる荷重，気圧差による荷重，設計飛来物による荷重を組み合わせる。なお，常時作用す

る荷重については，竜巻時せん断力の算定に際しては評価結果に影響しないため考慮し

ない。 

荷重の組合せを表 3－3に示す。 

 

表 3－3 荷重の組合せ 

設計荷重の種類 荷重の組合せ 

複合荷重ＷＴ１ ＷＰ 

複合荷重ＷＴ２ ＷＷ＋1/2・ＷＰ＋ＷＭ 

ＷＷ：風圧力による荷重     ＷＰ：気圧差による荷重 

ＷＭ：設計飛来物による衝撃荷重 

 

3.4 許容限界 

許容限界は，「2.2 構造概要」に記載した 6号機タービン建屋と 5号機タービン建屋のクリ

アランスとする。 

設定した許容限界を表 3－4に示す。 

 

表 3－4 5号機タービン建屋の許容限界 

許容限界 

6号機タービン建屋と 5号機タービン建屋の 

クリアランス 

14500mm 
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3.5 評価方法 

5 号機タービン建屋の変形量は，設計荷重による建屋の層せん断力及び各部材のせん断力－

せん断ひずみ関係（Ｑ－γ関係）より算定する。 

5 号機タービン建屋の解析モデルを図 3－1 に，5 号機タービン建屋の解析モデル諸元を表 3

－5 に，5 号機タービン建屋の鉄骨部の復元力特性を表 3－6 に，5 号機タービン建屋の耐震壁

の復元力特性を表 3－7に示す。ただし，設計荷重による変形量の算定では，地盤と建屋の相互

作用の影響は小さいと考えられることから，地盤ばねは考慮せず，1 階床位置で固定と仮定す

る。 

なお，「2.3 評価方針」にて記載したとおり，5 号機タービン建屋は 6 号機タービン建屋の

北側に位置するため，NS方向を検討対象とする。 

設計荷重のうち，風圧力による荷重ＷＷは，建屋の形状を考慮して算出した風力係数及び受

圧面積に基づき算出する。 

気圧差による荷重ＷＰは，建屋の内部から外部に作用することから，建屋層全体の評価にお

いては相殺されるが，保守的に風圧力による荷重ＷＷの作用方向のみに作用するものとする。 

設計飛来物による衝撃荷重ＷＭは，建屋最上部質点に作用するものとする。 

なお，5号機タービン建屋は，建屋を 2軸（a軸，b軸）に分けた解析モデルを用いているた

め，軸ごとに衝撃荷重ＷＭが作用した場合の検討を実施する。評価対象とするモデルは変形量

の評価結果が厳しいｂ軸を代表とするものとする。 

 

 

 

 

 

 

図 3－1 5号機タービン建屋の解析モデル（NS方向） 
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表 3－5 5号機タービン建屋の解析モデル諸元（NS方向） 

 

T.M.S.L. 

（m） 

建屋 

a軸 ｂ軸 

45.1 

1 8 

3.04 

2.58 ― 

41.0 

2 

4.23 
― 

― 

31.6 

3 9 

142.50 111.40 

― ― 

22.1 

4 10 

308.24 301.28 

― ― 

12.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注記＊：コンクリート強度は実強度に基づくものとし，ヤング係数は実強度を用いて算出した値を

用いる。 

 

 

  

1 8

3.04 コンクリート強度 ＦＣ  31.3 (N/mm2)
― ヤング係数 Ｅ  2.48×104 (N/mm2)
2 せん断弾性係数 Ｇ  1.03×10

4
 (N/mm

2
)

4.23 ポアソン比 ν  0.20
― 減衰定数 ｈ  5%
3 9

142.50 111.40 ヤング係数 Ｅ  2.05×10
5
 (N/mm

2
)

― ― せん断弾性係数 Ｇ  7.90×104 (N/mm2)
4 10 ポアソン比 ν  0.30

308.24 301.28 減衰定数 ｈ  2%
― ―

凡例：

22.1

12.3

―

31.6

T.M.S.L.
(m)

建屋

45.1

41.0

2.58

断面二次モーメント(m4)

せん断断面積(m2)

部材番号

     ②鉄骨部

     ①コンクリート部
＊

T.M.S.L.45.1

T.M.S.L.31.6

T.M.S.L.22.1

T.M.S.L.12.3

T.M.S.L. 4.9

T.M.S.L.-4.2
T.M.S.L.-1.9
T.M.S.L. 0.5

T.M.S.L.18.1

T.M.S.L.41.0

T.M.S.L.12.0（ＧＬ）

鉄筋コンクリート造

鉄骨鉄筋コンクリート造

及び鉄筋コンクリート造

鉄骨造

Ｔ1 Ｔ11

Ｔ
Ａ

Ｔ
Ｊ

Ｔ7

Ａ

Ａ

ＰＮ

ＴＪ ＴＨ ＴＧ ＴＦ ＴＥ ＴＤ ＴＣ ＴＢ ＴＡ

0.5 0.575.0

9.0 11.0 10.65 7.35 7.35 9.65 9.0 11.0

b軸 a軸 
ＴＡ ＴＪ ＴＥ 

T.M.S.L.45.1ｍ 

T.M.S.L.12.3ｍ 
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表 3－6 5号機タービン建屋鉄骨部の復元力特性（NS方向） 

 

注：Ｑ1及びγ1は第 1折点のせん断力及びせん断ひずみを示す。 

 

 

表 3－7 5号機タービン建屋耐震壁の復元力特性（NS方向） 

 

注：Ｑ1及びγ1は第 1折点のせん断力及びせん断ひずみを，Ｑ2及びγ2は第 2折点のせん断力及び

せん断ひずみを，Ｑ3及びγ3は終局点のせん断力及びせん断ひずみを示す。 

  

1 45.1～41.0  7.61 2.43

2 41.0～31.6 10.5 2.40

8 45.1～31.6  5.63 2.12

γ1

(×10-3)

第1折点
部材
番号 Ｑ1

(×104kN)

T.M.S.L.
(m)

Ｑ1 γ1 Ｑ2 γ2 Ｑ3 γ3

(×104kN) (×10-3) (×104kN) (×10-3) (×104kN) (×10-3)

3 31.6～22.1  36.8 0.251  49.4 0.575  85.8 4.00

4 22.1～12.3  63.9 0.201  85.6 0.595 142  4.00

9 31.6～22.1  23.3 0.203  31.2 0.575  47.8 4.00

10 22.1～12.3  66.4 0.214  86.3 0.595 138  4.00

部材
番号

第1折点 第2折点 終局点
T.M.S.L.

(m)
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4. 評価条件 

「3. 強度評価方法」に用いる評価条件を以下に示す。 

5 号機タービン建屋は，建屋の南側に 6 号機タービン建屋が隣接しているため，風圧力による

荷重ＷＷが北から南へ作用する場合の検討を実施する。ここで，気圧差荷重ＷＰは，保守的に風圧

力による荷重ＷＷの作用方向のみに作用するものとして検討を実施する。 

5 号機タービン建屋に作用する風圧力による荷重ＷＷ及び気圧差荷重ＷＰの作用方向の模式図を

図 4－1 に，5 号機タービン建屋の風圧力による荷重ＷＷ及び気圧差荷重ＷＰの算出条件を表 4－1

に示す。 

 

 

 

 

図 4－1 風圧力による荷重ＷＷ及び気圧差荷重ＷＰの作用方向の模式図 

  

5号機タービン建屋6号機タービン建屋
（南） （北）

▽T.M.S.L.12.0m(GL)

:ＷＷのうち，風上側側面に作用する荷重
:ＷＷのうち，風下側側面に作用する荷重及びＷＰ

T.M.S.L.45.1m
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表 4－1 風圧力による荷重ＷＷ及び気圧差荷重ＷＰの算出条件 

T.M.S.L. 

（m） 
位置 

 風力係数＊1 

Ｃ 

受圧面積Ａ＊2 

 (m2) 

45.10～43.05 
風上 0.8 a軸：138.60 

b軸： 64.98 風下 -0.4  

43.05～36.30 
風上 0.8 a軸：260.82 

b軸：121.84 風下 -0.4  

36.30～26.85 
風上 0.8 a軸：376.70 

b軸：262.97 風下 -0.4  

26.85～17.20 
風上 0.8 a軸：377.57 

b軸：436.63 風下 -0.4  

17.20～12.00 
風上 0.8 a軸：217.36 

b軸：262.60 風下 -0.4  

注記＊1 ：壁面を屋外から押す方向を正の向きとする。 

＊2 ：2軸（a軸，b軸)ごとの，5号機タービン建屋の各層の高さ（T.M.S.L（m）） 

     における見付面積とする。 
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5. 強度評価結果 

5 号機タービン建屋の変形量に関する評価結果を表 5－1 に示す。6 号機タービン建

屋と 5 号機タービン建屋のクリアランスと比較し，5 号機タービン建屋の変形量が許

容限界を超えないことを確認した。 

 

 

表 5－1 変形量の評価結果 

 変形量＊ 

(mm) 

許容限界 

(mm) 

1.35 14500 

 

注記＊：複合荷重ＷＴ 1 とＷＴ 2 のうち，評価結果が厳しいＷＴ2 の結果のみ記載した。 


